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１　はじめに～災害復興法学の誕生　
2011年３月11日に起きた東日本大震災。内
閣府に上席政策調査委員として出向中であっ
た筆者は、震災後に日本弁護士連合会災害
対策本部嘱託室長を兼任し、１年間のうちに
４万件を超える弁護士による無料法律相談事
例の分析を担当した。これらの経験等をもと
にしながら、「災害復興法学」という新たな学
問分野の立ち上げを提唱し、現在に至る。
災害復興法学は、⑴災害後に弁護士らが実
施した無料法律相談・情報提供活動の事例か
ら、被災者のニーズを集め、傾向や課題を分析
すること、⑵既存の制度や法律の課題を見つ
けて、法改正などの政策提言を実施すること
（リーガル・レジリエンスの実現）、⑶将来の災
害に備えて、新たな制度が生まれる過程を記
録し、政策の手法を伝承すること、⑷あらかじ
め災害後の「生活再建制度の知識」や「災害法
制を活用できる政策法務技術」を習得するため
の防災教育を行うこと、などを目指す実学と
して位置付けている。
支援する法律や制度が存在していながら、
被災者に知られていなかったり、利用しにくい
点があったりして、十分な支援ができていない
ことには忸怩たる思いがある。被災者に寄り
添う立場のあらゆる分野の専門家たちへ、被
災者の声から新しい制度を生み出し、残され
た課題を伝えることを目指す『災害復興法学』
をすすめたい。

２　災害関連死を防ぐ避難所TKB
⑴災害関連死と避難所環境
災害関連死とは、災害による直接死（溺死、
圧迫死、焼死等）以外で、災害と死亡との間に
法律上の相当因果関係が認められる死亡のこ
とをいう。たとえば、「もともとある程度の持
病を抱えていた高齢者が、避難所での３か月
の雑魚寝や運動不足が影響して症状が悪化し
たり、エコノミークラス症候群を発症したりし
て、震災から８か月目に亡くなった」というよ
うな事例が代表例である。東日本大震災では
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高齢者等の要配慮者の方が、避難所など慣れ
ない環境の中で長期間の避難生活を強いられ
たことによる肉体的・精神的負担が考えられ
ることから、被災者が安心して避難生活をお
くることができる環境の整備に取り組む必要
がある」と指摘されている（熊本県「震災関連
死の概況について」2018年３月12日）。
⑵避難所TKBの提唱と実践
医師や看護師などの医療福祉職に加え、筆
者ほか社会科学分野の専門家らで構成されて
いる「避難所・避難生活学会」では、かねて
から「避難所TKB」を提唱し実践してきてい
る。TKBとは、トイレ（コンテナトイレ等水洗
トイレの早期整備）、キッチン（スープや流動
食などの適温食の提供）、ベッド（雑魚寝では
なく、段ボールベッドなど簡易ベッドの配備）
の頭文字であり、いずれも避難所環境整備の
最優先事項となるキーワードである。避難所・

3,739名（復興庁「東日本大震災における震災
関連死の死者数（令和元年９月30日現在調査
結果）」）、熊本地震では223名（内閣府「平成28
年（2016年）熊本県熊本地方を震源とする地震
に係る被害状況等について」2019年４月12日）
が「災害関連死」として記録されている。
災害関連死を招く要因は多数存在している
が、大きな要因に避難所の生活環境がある。
雑魚寝、栄養不足、医療福祉ケア不足、感染
症などは、いわゆる公共施設・体育館などを
利用した大規模な避難所での深刻な問題とな
り、本来なら助かったはずの命を奪ってきた。
東日本大震災直後の調査では、「避難所等に
おける生活の肉体・精神的疲労」が災害関連
死のもっとも高い要因として報告されている
（復興庁「東日本大震災における震災関連死
に関する報告」2012年８月21日）。また、熊本
地震では「関連死に至った主な原因として、

避難生活学会の活動などから得られた教訓に
ついては『別冊地域保健：いのちと健康を守
る避難所づくりに活かす18の視点』（東京法規
出版）ほか参考文献にも詳細にまとめられてい
る。たとえば、避難所でマットレスなどによる
雑魚寝ではなく段ボールベッド（簡易ベッド）
を利用することで、エコノミークラス症候群の
原因のひとつである足の静脈血栓が減少する
ことが明確な相関関係をもって観察されてい
るのである。
では、災害復興法学の知識は、これまでに
明確となった災害関連死を防止するための避
難所環境・生活の改善「避難所TKB」の実践
にどう貢献できるのであろうか。大規模災害
時に行政機関が避難所を設置する根拠法にも
なっている「災害救助法」の理解を深めながら、
改善すべき課題を概説する。

３　災害救助法の徹底活用による避難TKBの実現
⑴災害救助法と一般基準
災害対策や災害救助の主体は、原則として
基礎自治体である。現場に近く住民や地域の
特性に応じてこそ災害対策や救助は円滑なも
のとなる。しかし、大規模災害では基礎自治
体だけで対応できないことは明白である。そ
こで、一定規模の災害では、都道府県（一部政

令市）が「災害救助法」の適用を宣言すること
により、災害救助の責任主体と権限が都道府
県に移行することになっている。これにより、
国が予算を支出する根拠も明白となる。また、
事実上、金融機関をはじめとする企業等の自
発的支援を促す効果が期待できる。大規模災
害ではまずは災害救助法の適用が重要となる
ことを心得ておきたい。
災害救助法が優れている点は、法律と下位
規範によって災害救助メニューをあらかじめ
明記している点にある。これによって災害救
助法の発動とともに様々な救助活動を県レベ
ルでも躊躇なく開始でき、災害救助法を待た
ずしても救助の準備（防災備蓄や訓練）を行う
規範としても機能する。何かあったときにす
ぐに走り出せるよう、あらかじめ最低限のガソ
リンが入っている自動車が用意されていると
いうイメージをもってもらいたい。
災害救助法に定められた「救助の種類」は、
災害救助法施行令や「内閣府告示第228号」
（いわゆる「一般基準」）によって詳細に定めら
れている。法律によって「避難所及び応急仮
設住宅の供与」などが明記され、その最低限の
基準（予算）も「一般基準」として公表されてい
る。たとえば、「避難所の設置のため支出でき
る費用は、避難所の設置、維持及び管理のた
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高知県の中学生に対する「避難所TKB～世界一わかりやすい災害救助法の授業～」（高知新聞社主催）の様子（2019年10月）
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めの賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の
使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入
費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費とし
て、１人１日当たり330円以内とすること。」な
どが一般基準には記述されている。
⑵特別基準の徹底活用
災害救助法があらかじめ救助メニューを明

ることで、災害が起きるたびに、災害救助メ
ニューの質的・量的な上乗せを当然のように
認めている。それを「特別基準」と呼んでいる。
少なくとも東日本大震災以降の災害救助法適
用災害において、分野により差はあっても、特
別基準それ自体が国から示唆されなかったこ
とはない。特別基準は、もはや災害時におけ
る当然の前提である。
ところが、過去に特別基準が策定され、しか
も、都道府県の要望を待たずに国から当然に
示唆される項目が多数存在しているにもかかわ
らず、災害救助現場の担い手（たとえば避難所
運営担当者や都道府県の防災担当者、あるい
は内閣府における担当者）にとって、過去の特
別基準が知識として浸透しているかといえば、
疑問なしとしない。内閣府（防災担当）からの
通知は、そのうち一部ではあるが、ウェブサイ
トにアーカイブされている。これらを基本的な
教材としつつ、避難所立ち上げ訓練・避難所
設営・運営訓練を行わなければならないはず
であるが、多くの訓練において参照されている
とはいいがたい現状がある。過去の教訓を確
実に災害対応の担い手の知恵にしなければな
らないことを改めて強く提言しておきたい。
⑶先例を国民的知見にする防災教育の実施
令和元年東日本台風（令和元年台風第19

記し、その細目たる一般基準が整備されてい
ることは、災害大国である日本が過去の災害
から学んできたことを明文化してきた歴史と
して評価できる。しかし、避難所設営の例を
あげたように、一般基準で定められた予算の
最低基準は非常に脆弱である。そこで、災害
救助法施行令は、内閣府と都道府県が協議す
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号）で災害救助法が適用された際に、内閣府
（防災担当）から各都道府県へ発信された通知
を参照し、そこからいかなる教訓を学べるか
という点を見ていく。なお、これらと同趣旨
の通知は、少なくとも東日本大震災以降の大
規模災害では必ずといってよいほど発出され
てきた。したがって、本来、災害救援法務を
担う政策担当者も、災害対応の現場活動者に
とっても把握済みでなければならないはずの知
識なのである。
災害救助法を知ることは、現場で避難所運
営に当たる支援団体や市民にとっても重要で
ある。「この程度の対応でよいだろう」という
感覚によって、本来できるはずの避難所環境
整備を怠り、実際に内閣府が要請している水
準に満たないという事態がないようにしなけ
ればならない。内閣府が発出してきた先例通
知をみれば、「避難所TKB」の整備は当然の前
提でなければならない事項だということがわか
る。これらは同時に「災害関連死」を防ぐため
にも不可欠なのである。
このほか、内閣府「避難所運営ガイドライ
ン」（2016年４月）、同「福祉避難所の確保・
運営ガイドライン」（2016年４月）、同「避難所
におけるトイレ確保・管理ガイドライン」（2016
年４月）など、避難所運営の訓練や備蓄に関

段ボールベッドの例

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo.html


8　「月刊フェスク」’20.6  「月刊フェスク」’20.6　9

して不可欠なガイドラインが数多く存在して
いる。これらを参照すれば先の災害救助法の
特別基準や柔軟運用は、大規模災害時におけ
るスタンダードであることが理解できるはずで
ある。ガイドラインには、避難所生活の改善
は何ら贅沢ではなく、人道的な生活水準を求
める「スフィアプロジェクト」に基づくという
考え方が明記されている。また、福祉避難所
であれば特有のノウハウが、通常の避難所水
準とは大きく異なるフェーズで記述されてい
る。さらに、トイレ環境についても、トレーラー

だったワークショップ前と、災害救助法や一般
基準・特別基準、そして各種ガイドラインの
存在を知ったワークショップ後の考え方は、劇
的に変化していた。避難所環境の整備「避難
所TKB」は、むしろ「人命を守るための最低限」
であり、実現しなければならないものだと強く
認識できたようだった。中学生たちはその後、
高知県に対して、今後整備すべき避難所環境
についての提言をするに至っている（高知新聞
朝刊2020年2月24日「【読もっかいのぐ】考えよ
う！未来の避難所プロジェクト2019（下）」）。

４　求められる新たな住まいの法制度
⑴災害救助法の一般基準の改善は急務
災害救助法には、一般基準だけではなく特
別基準の設定ができるという優れた機能があ
るが、現代社会において一般基準はあまりに
低い水準と言わざるを得ない。これまで内閣
府が通知で示唆してきた特別基準の内容こそ、
常に実施されなければならないはずの水準で

トイレやコンテナトイレによる水洗トイレ整備
などが当たり前の前提であることも理解でき
るはずである。是非、参照してほしい。
高知新聞主催の「未来の避難所プロジェク
ト」において、中学生記者たちに災害救助法
徹底活用による避難所環境改善についてワー
クショップを実施した経験を紹介したい（「高
知新聞朝刊2019年11月25日【読もっかいのぐ】
考えよう！未来の避難所プロジェクト2019
（上）」）。避難所だから雑魚寝や食事の質につ
いては「我慢するしかない」という感覚が大勢

あるが、市町村や避難所によってすら格差が
出ている。したがって、すでに存在している内
閣府の各種ガイドラインと同等の水準まで一
般基準を引き上げ、どんな地域での災害でも、
担当者が異なっても、本来あるべき水準の避
難所生活環境の整備ができるようにしなけれ
ばならないだろう。避難所生活環境の改善は、
あくまで「住まい」の政策の第一歩と位置付け
るべきである。政策提言は、避難所・避難生
活学会も策定に協力した自由民主党災害対策
特別委員会諸課題対応に関する小委員会「大
規模災害からのより迅速・円滑な応急・復旧
対策に関する提言（第一次報告）～令和時代の
防災減災強化策～」（2019年５月28日）でも共
有されており、今後の展開が期待される。
⑵多様な住まいの選択を認める
災害救助法をはじめとする災害法制の大き
な課題は、住まい再建への選択肢が少ないと
いうことである。たとえば、「自宅を修繕する
のに時間がかかるので、その間だけでも仮設住
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岩手県釜石市（2011年６月）
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宅に入居しておきたい」「避難所にいる間に被
災住宅を修繕すれば同じ場所に居住できるの
で修繕補助を大幅に認めてほしい」「自ら被災
地域外に賃貸借契約をしたので、家賃補助を
現金給付してほしい」などの多種多様な再建
ニーズには必ずしも応えられていない。この点
は、1995年１月17日の「阪神・淡路大震災」
の復興過程を振り返った厚生労働省「大規模
災害救助研究会報告書」（2001年４月17日）に
おいても「住居確保の支援に当たっては、従
来のような避難所→応急仮設住宅→恒久住宅

（2020年３月）においても、災害救助法の現在
の運用の不合理さが数多く指摘されるに至っ
ている。たとえば、現在の運用では、災害救助
法による応急修理制度を利用すると、仮設住
宅への入居ができないという運用が原則となっ
ている。しかし、応急修理で予定されている
住宅の修理度合いでは、仮設住宅への入居を
認めないにもかかわらず、十分な修理は実現し
えない（金額は最大で60万円にとどまるなどあ
まりに低い）。また、工事件数が膨大であり、
施工業者が圧倒的に不足し、年単位での修繕
順番待ちが起き、応急修理（を含む住宅の復旧
工事）の実施が相当先である場合には、仮設住
宅にも入居できず、壊れた住宅に住み続ける
か、自己資金で別の住宅を確保する必要性が
あるなど、極めて不合理となる。浸水した自
宅を乾燥させている間に応急修理制度ができ
る期限がすぎてしまう事例すらある。総務省
行政評価では、仮設住宅入居と応急修理制度
が二者択一になっていることの不合理を綿密

といった単線的な支援ではなく、多様な選択
肢をパッケージとして提示し、被災者の状況
に応じた公平な支援を図るべきである」と災害
救助法制の課題を指摘しているが、大きな政
策変更がないまま20年（阪神淡路大震災から
は25年以上）もの時が経過しようとしているの
である。見直しが急務であることを改めて強
調しておきたい。
また、総務省行政評価局「災害時の「住ま
いの確保」等に関する行政評価・監視―被災
者の生活再建支援の視点から―結果報告書」

な調査で指摘し、仮設住宅入居要件や応急修
理制度利用条件の緩和や改善を求めている。
災害救助法は優れた仕組みを有しつつも、
その運用や水準に多くの課題を抱えているこ
とを認識しておく必要がある。
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